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法第２２条に規定する 「妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けること

ができないと認められるとき」という入所の要件を欠くに至った場合に保護を解除する。  
      

 

対応

区分 
１ 聴聞の実施 
２ 弁明の機会の付与 
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機関 
保健福祉事務所 

交付
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保健福祉事務所 
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